
１.国や社会のきまり
（１）国や地方公公共団体のきまり
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課題プリントの補足資料です。

読んで知識を深めましょう。

２年 社会



日本国憲法ってなに？

日本で一番大事なきまりのこと

・国民主権 ・平和主義の原則

・基本的人権の尊重

・国のしくみ ・・・など

主な内容



国のきまりのしくみ

憲 法

法 律

条 例

国

都道府県
（地方公共団体）



国の政治のあり方を最終的に
決めるのは，国民である。

＝国民主権



平和主義の原則とは？
•第９条

日本国民は、正義と秩序を基調
とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力によ
る威嚇又は武力の行使は、国際紛
争を解決する手段としては、永久
にこれを放棄する。

戦争はしない！



基本的人権の尊重とは？

だれもが，一人の人間と

して大切にされること。



基本的人権の
具体的な内容

•平等権
みんな平等

•社会権

①教育を受ける

②勤労する

③人間らしい生活を送ることができる

• 自由権
①身体の自由

②精神の自由

③経済の自由



国民の三大義務

①教育を受けさせる

②勤労

③納税


